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平成３０年度第１８回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成３０年１２月２５日 

                    担当部・課：財務部市民税課 〔内線３０９１〕 

財務部資産税課 〔内線３１１２〕 

健康部保険年金課〔内線２３３２〕 

健康部介護保険課〔内線２４３２〕 

① 件  名 

 市税等における減免等の申請期限の見直しについて 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  市税の減免は、地方税法に「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」、「公益上の事由も含

め特別の事情がある者」、「天災その他の災害を受けた者」と規定され、石巻市市税条例で税目ごと

に定めており、その申請期限は全税目で「納期限前７日まで」としている。 

  平成２７年３月に、総務省により税条例（例）における減免の申請期限を「納期限前７日まで」か

ら「納期限（前○日）まで」に改められ、また、平成３０年３月には、宮城県より自動車税の減免申

請期限を平成３０年度から同様の取扱いに改める旨の通知があり、市税等の取扱いについて検討を

行っていた。 

 

【目的】 

  市税等の減免申請期限について、国及び県の通知と同様の措置を講ずることにより減免申請者の

利便性の向上を図るもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

石巻市市税条例（平成１７年４月１日条例第５５号） 

石巻市国民健康保険税条例（平成１７年４月１日条例第５９号） 

 石巻市自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例 

 （平成１７年４月１日条例第６３号） 

石巻市介護保険条例（平成１７年４月１日条例第１６５号） 

〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 平成２７年３月  総務省より税条例（例）改正の通知 

 平成３０年３月  宮城県より自動車税に係る減免申請期限の改正の通知 

      ３月～ 庁内関係課で申請期限の見直しについて協議・検討 

⑤ 主な内容 

１ 市税の減免申請期限の改正（「納期限前７日まで」を「納期限まで」に） 

  ・市民税（法人・個人）、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税 

２ 固定資産税の課税免除に関する条例の申請期限を改正（「納期限前７日まで」を「納期限まで」に） 

  ・自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除 

３ 保険税・料の減免申請期限の改正（「納期限前１０日まで」を「納期限まで」に） 

  ・国民健康保険税、介護保険料 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 市税等の減免申請期限の延長により、申請者の利便性の向上が図られる。なお、減免申請・決定す

る件数及び金額については、増加する見込み。 

 

※参考（平成３０年度減免決定分 平成 30年 11 月末現在） 

税目・保険料 件 数 金 額 減免・課税免除内訳 

個人市民税 5件 89,653 円 生保   4件、傷病   1 件 

法人市民税 54件 3,220,600円 震災  14件、公益  40 件 

軽自動車税 579 件 4,611,300円 障害 473件、公益  78 件、構造  28 件 

固定資産税 
257 件 

7件 

11,933,400 円 

537,600 円 

生保 134件、公益 123 件 

自然環境 7 件【※課税免除】 

都市計画税 91件 1,043,400円 生保  56件、公益  35 件 

国民健康保険税 10件 1,451,900円 減収  10件 

介護保険料 1件 46,020 円 減収   1件 

計 1,004件 22,933,873 円  

00 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

【申請期限を「納期限まで」としている県内市町村の状況】 

 ・軽自動車税のみ ３市２町（名取市、多賀城市、栗原市、柴田町、大河原町） 

  （うち障害減免のみ１市１町、公益使用減免を含む２市１町） 

 ・市税全般（軽自動車税、固定資産税、市民税、特別土地保有税）  

２市６町（仙台市、塩竈市、亘理町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、南三陸町） 

 ・固定資産税の課税免除 ２町（亘理町、利府町） 

 ・国民健康保険税（料） ２市３町（仙台市、塩竈市、松島町、七ヶ浜町、利府町） 

 ・介護保険料 ４町（松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町） 

※大河原町と南三陸町は「納期限前日まで」の規定となっている。 

 

【宮城県税の状況】 

  法人県民税・事業税「申告期限まで」、自動車税「納期限まで」、不動産取得税「取得した日から 60

日以内」、自動車取得税「申告納付すべき期限から 30日以内」 など 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 平成３１年２月 平成３１年市議会第１回定例会へ関係条例の一部改正について提案 

         （平成３１年４月１日施行予定） 

⑨ その他 

 

 


